
長野県最低賃金の改正審議始まる

～長野労働局長が「長野地方最低賃金審議会」に諮問 ～

長野労働局長（木村 聡）は、長野地方最低賃金審議会に対し、長

野県最低賃金（現行時間額1,061円）の改正について調査審議を求

める旨諮問します。

改正を諮問する同審議会の開催日時等は、下記のとおりです。

記

１ 日時 令和８年７月３日（金） 午後1時30分から

２ 場所 ホテル信濃路 ２階浅間

（長野市中御所岡田町１３１－４）

３ 議題  （１）長野県最低賃金の改正決定の諮問について

（２）長野地方最低賃金審議会の運営について

（３）長野県最低賃金専門部会の構成について

                                         など

※ 取材を予定される報道機関におかれましては、令和８年６月２６日(金)

までに、上記照会先あてご連絡をお願いします。

なお、テレビ、カメラの撮影は「審議会開始前まで」と「諮問文を手渡

す時」のみで、審議内容の録音はご遠慮いただきますようお願いします。
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令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

時間額 ８７７円 ９０８円 ９４８円 ９９８円 １０６１円

引上げ額 ２８円 ３１円 ４０円 ５０円 ６３円

引上げ率 3.30% 3.53% 4.41% 5.27% 6.31%

【参考１】長野県最低賃金額の推移（過去５年間）

【参考２】長野県最低賃金決定の仕組み
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